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当社元従業員における不正取引について 
 

 誠に遺憾ながら、この度、当社元従業員の不正取引が判明し、過年度からの累計で１４０百万円

（本日現在）の損害を当社に与えたことが判明しました。その解明作業の結果、当年度の当社の連

結財務諸表への影響額は最終的に６５百万円となる予定です。なお、累計損害額と当年度の連結財

務諸表への影響額との差額は、過年度に既に売上原価として費用計上したものであり当期純利益に

与える影響はありません。 

本件の対応については、当社は顧問弁護士等と協議し、当該元従業員は既に平成２１年１１月３

０日に懲戒解雇処分としておりますが、今後法的措置を取る予定です。株主の皆様をはじめ関係者

の皆様方には多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを心より深くお詫び申し上げます。 

 

記 
1. 不正取引の経緯・概要 

当該元従業員は、平成１５年頃より営業担当者として数千万の仕掛品を抱えて業務を行う傾向が

ありましたが、当社の内部監査の結果、平成２１年３月期において売上納期を経過した多額の滞留

仕掛品が判明しました。内部監査の指摘により、元従業員は当該滞留仕掛品の一掃のため、検収書

類に基づき平成２０年１２月から平成２１年８月までに売上計上しましたが、１０月末に回収予定

の売掛金が入金されませんでした。 

これを受けて、内部監査室を中心に、元従業員担当の取引先及び仕入先の売掛金と買掛金の内容

を精査し、更に本人を呼んで個別に事情聴取したところ、過去から特定の仕入先を巻き込んで原価

の水増しや実体のない仕入取引を繰り返し、一方、滞留仕掛品の解消のための売上も、元従業員の

独断による不正取引であったという事実が判明いたしました。 

 

 

２．法的手続について 

 当社は、実行者である当該元従業員に対し法的措置を取る予定です。 

 

３．今後の対応 

当社は平成２１年１２月３日付で社長を委員長とする内部調査プロジェクトを設置し、全容解明

に向けた作業に着手いたしました。 

内部統制の整備、運用に意を用いている中で、今回のような不祥事が発生したことを役職員一同

重く受け止め、この内部調査プロジェクトの結果を踏まえ、全役職員の遵法精神の徹底、内部統制

上の「業務フロー」の見直し及び統制活動の強化、定期的な人事ローテーションなど再発防止のた

めの諸施策を実施し、二度とこのような不祥事が発生しないようコンプライアンス重視の経営を行

って参る所存です。 

 



 

 

４．過年度財務諸表への影響について 

 現時点において判明している事実に基づき、過去の不正取引の修正による過年度の連結財務諸表

への影響額を次のとおり検証いたしました。 

その結果、平成20年 3月期までは当期純利益に与える影響がなく、平成21年 3月期において19

百万円と軽微であることから、過年度連結財務諸表の訂正は行わないこととしました。 

  

・直近６期の連結損益計算書における影響額（単位 百万円未満切捨て） 

 
 区  分 公表済数値（Ａ）

当該影響を加味

した数値（Ｂ） 
（Ｂ）－（Ａ）

経 常 利 益 ４９２ ４９８ ６
平成１６年３月期 

当 期 純 利 益 ５６７ ５６７ ―

経 常 利 益 ５３７ ５５４ １６
平成１７年３月期 

当 期 純 利 益 ２６５ ２６５ ―

経 常 利 益 ３５０ ３６４ １３
平成１８年３月期 

当 期 純 利 益 ２０３ ２０３ ―

経 常 利 益 ６９９ ７２０ ２０
平成１９年３月期 

当 期 純 利 益 ３１５ ３１５ ―

経 常 利 益 ５４５ ５６１ １５
平成２０年３月期 

当 期 純 利 益 ５１３ ５１３ ―

経 常 利 益 ４８２ ４８９ ７
平成２１年３月期 

当 期 純 利 益 △４９９ △５１８ △１９

経 常 利 益 ４４ ３９ △４平成２２年３月期 

第２四半期 四半期純利益 △１１１ △１５６ △４５

 

 上表（B）の数値を算定する前提 

①平成16年 3月期から平成20年 3月期までは、仕入原価を訂正するため、各年度に不適切な仕

入取引により計上された売上原価を取り消し、同額の求償権を未収入金に計上し、これに対す

る貸倒引当金繰入額を特別損失として計上して算定しております。 

②平成21年 3月期及び平成22年 3月期第2四半期は、上記の修正に加え、滞留仕掛品の解消の

ための売上及び対応する売上原価を取り消し、売上原価相当額の求償権を未収入金に計上し、

同額の貸倒引当金繰入額を特別損失として計上して算定しております。 

 

５．今期の財務諸表に与える影響について 

平成２２年３月期第３四半期決算において貸倒引当金繰入額５８百万円を特別損失に一括計上

し、売上及び売上原価の取り消しに伴う売上総利益６百万円の減少を加味しますと、平成２２年３

月期第３四半期決算の連結財務諸表への影響額は６５百万円となります。 

 

当社は、平成２２年２月９日に第３四半期決算の発表を予定しておりますが、その際に第４四半

期に予想される他の修正要因も折り込んで、平成２２年３月期の通期業績予想を発表する予定です。 

 

以  上 


